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福山市上下水道局カラーデジタル複合機の使用に関する契約書（案） 

 

 

  福山市上下水道局（以下「発注者」という。）と〇〇（以下「受注者」という。）

とは、複合機（以下「物件」という。）の使用に関して、次のとおり契約を締結する。 

 本契約は、本契約に係る発注者の２０２６年度（令和８年度）収入支出予算が成立

した時をもって効力を生じるものとする。 

 また、２０２７年度（令和９年度）以降の本契約に係る発注者の収入支出予算の減

額又は削除があった場合は、発注者はこの契約を解除することができるものとする。 

この場合において、発注者は何らの責めを負わないものとする。 

 

  （契約の目的） 

第１条  この契約は、受注者が設置した物件を発注者が使用するとともに、受注者が

発注者に対して物件の適切な操作方法を指導し、物件が常時正常な状態で稼動し得

るよう保守を行い、また、物件に必要な消耗品等を円滑に供給することを目的とす

る。 

  （物件、設置場所、保守体制等） 

第２条  物件、設置場所、保守体制等については、本則に定めるもののほか、別紙仕

様書のとおりとする。 

  （契約期間） 

第３条  契約期間は、２０２６年（令和８年）４月１日から２０３１年（令和１３

年）３月３１日までとする。（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条

の３の規定に基づく長期継続契約）ただし、当該期間後に発注者が行う物件に関す

る契約において、物件の設置が２０３１年（令和１３年）４月１日を超過すると見

込まれる場合は、発注者及び受注者の協議の上、同年４月３０日までの間において

契約期間を延長することができるものとする。 

  （印刷単価） 

第４条  印刷単価は、サイズにかかわらず１枚当たりカラー〇〇円（取引に係る消費

税及び地方消費税の額を含まない。）及びモノクロ〇〇円（取引に係る消費税及び

地方消費税の額を含まない。）とする。 

２ 前項の印刷単価は、機器（オプション等を含む。）の使用料、運搬料、設置料、

設定料、操作方法指導料、メンテナンス料、消耗品料、その他物件の使用に必要な
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費用（電気使用料、ＦＡＸ機能使用に伴う電話線に係る費用及び通信料並びに用紙

及びステープル針に係る費用を除く。）に加え、物件の撤去の際に必要な費用も全

て含むものとする。 

  （印刷料金の請求） 

第５条  受注者は、毎月末において、発注者の係員の確認を受けて枚数を算出し、印

刷単価に枚数を乗じた金額に、消費税及び地方消費税額を加えた印刷料金を発注者

に対して請求するものとする。 

２  前項の枚数の算出において、片面印刷は１枚、両面印刷は２枚としてカウントす

るものとする。 

  （印刷料金の支払） 

第６条  発注者は、受注者から前条の規定による適法な請求があった日から３０日以

内に印刷料金を支払わなければならない。 

  （物件の保守） 

第７条  受注者は、発注者が常時正常な状態で物件を利用できるように、調整点検を

行わなければならない。 

２  物件が故障した場合には、発注者の請求により受注者は直ちに係員を派遣して修

理に着手し、正常な状態に回復しなければならない。 

３  受注者の作業の実施は、原則として発注者の所定の営業時間内に行うものとする。 

  （消耗品等の供給） 

第８条  ドラム及び現像剤は、受注者の点検又は発注者の通知に基づきコピー・プリ

ントの質維持のため必要と認めたときは、受注者は、これを取り替えるものとする。 

２  その他の消耗品については、受注者の点検若しくは指定する者の巡回又は発注者

の申出により予備手持量の不足を知ったときは、受注者は当該消耗品を供給するも

のとする。 

  （物件の所有権等） 

第９条  物件の所有権は、受注者に属し、発注者は善良なる管理者の注意義務を持っ

て使用し、管理しなければならない。 

２  発注者の故意又は重大な過失によって物件が損害を受けた場合は、受注者は、発

注者に対してその賠償を請求することができる。 

  （物件の損害） 

第１０条  受注者は、物件に対して契約期間中継続して受注者を被保険者とする動産

総合保険に加入し、その費用を負担するものとする。 
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２  動産総合保険約款に基づく保険事故が発生したときは、発注者は直ちにその旨を

受注者に通知するものとする。 

３  発注者は、保険事故により保険会社から受注者に支払われた保険金の限度内にお

いて、受注者に対する賠償金の支払義務を免れるものとする。 

  （消耗品等の所有権） 

第１１条  消耗品等の所有権は、受注者に属し、発注者はそれを善良なる管理者の注

意義務を持って使用し、管理しなければならない。 

  （物件又は設置場所の変更） 

第１２条  発注者及び受注者の協議により、発注者の機構改正、設置場所の使用状況

等に応じて、設置場所の変更又は同一条件での機種の変更及び台数の増減ができる

ものとする。この場合、物件の移動、設置又は保管は、受注者が実施するものとす

る。 

  （秘密の保持） 

第１３条  受注者は、保守の実施に当たって知り得た発注者の業務上の秘密を第三者

に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。契約終了後又は解除後も同様とす

る。 

 （発注者の解除権） 

第１４条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除す

ることができる。 

 (1) 受注者の責めに帰すべき事由により、現在使用している物件の利用可能な期限

までに物件を使用可能な状態にする見込みがないと明らかに認められるとき。 

(2) 前号のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することが

できないとき。 

２ 発注者は、前項の規定により契約が解除された場合においては、これによる相手

方の損害について、賠償の責めを負わない。 

第１５条 発注者は、本契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、

契約を解除することができる。 

(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第

５４号。以下「独占禁止法」という。）第４９条に規定する排除措置命令（以下こ

の号及び次項において単に「排除措置命令」という。）を受け、当該排除措置命令

が確定したとき。 

(2) 受注者が、独占禁止法第６２条第１項に規定する納付命令（以下この号及び次項
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において単に「納付命令」という。）を受け、当該納付命令が確定したとき。 

(3) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）が、刑

法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第

８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑に処せられたとき。 

２ 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合で

あって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第３条又は第

８条第１号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したとき

（前項第１号及び第２号に規定する確定したときをいう。）は、この契約を解除す

ることができる。 

３ 前条第２項の規定は、前２項の規定により契約を解除した場合について準用する。 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除す

ることができる。 

(1) 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合には

その法人の役員又はその支店若しくは営業所（常時業務の委託契約を締結する事

務所をいう。）を代表する者をいう。以下同じ。）が、集団的に又は常習的に暴

力的不法行為を行うおそれのある組織（以下「暴力団」という。）の関係者（以

下「暴力団関係者」という。）であると認められるとき。 

(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的

に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係

者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用す

るなどしていると認められるとき。 

(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質

的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、

又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している

と認められるとき。 

(4) 前３号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき

関係を有していると認められるとき。 

(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。 

２ 第１４条第２項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用す

る。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反によって契約の実施が不可能
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となったとき、契約を解除することができる。 

２ 受注者は、前項の規定により契約が解除された場合においては、これによる相手

方の損害について、賠償の責めを負わない。 

  （残存消耗品の返還及び契約終了時等の対応） 

第１８条  第３条及び前条の規定により、この契約が終了し、又は解除された場合、

発注者は、残存する消耗品を速やかに受注者に返還しなければならない。 

２  受注者は、契約終了後の物件の返還時に物件の記録媒体に残っている電子情報が

漏洩しないよう電磁的記録を完全に消去し、又は記録媒体を物理的に破壊し、その

結果を証明書の発行をもって発注者に報告しなければならない。 

  （管轄裁判所） 

第１９条  この契約について訴訟等が生じたときは、発注者の所在地の管轄裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

  （その他） 

第２０条  この契約に定めのない事項又はこの契約の履行につき疑義が生じた場合は、

発注者受注者協議して定めるものとする。 

 

 

  この契約の締結を証するため本書を２通作成し、発注者受注者記名押印の上、各自

その１通を保有するものとする。 

 

 

    ２０２６年（令和８年）３月  日 

 

 

                        発注者  福山市古野上町１５番２５号 

                                福山市 

                                福山市上下水道事業管理者 小川 政彦 

 

                        受注者   


